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「社会福祉法施行令の一部を改正する政令」の公布について（通知） 
 
社会福祉法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第３号。以下「改正政令」

という。）については、別添のとおり本日公布されたところです。 
改正政令の主な内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係団体等に対

し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。 
 

記 
 

１ 改正政令の内容 
介護療養型医療施設に関する経過措置の期限の到来に伴い、介護療養型医療

施設を経営する事業を社会福祉法施行令（昭和 33 年政令第 185 号）第 24 条の
社会福祉を目的とする事業から削除すること。（本則関係） 
 

２ 施行期日 
令和６年４月１日 

 

殿 



別添  
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